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ひ
き
こ
も
り
サ
テ
ラ
イ
ト
・

カ
フ
ェ
in
苫
小
牧

A
10
月
3
日
㈭
、
11
月
7
日
㈭
、
12
月
5
日
㈭　

14
時
〜
16
時

B
中
央
図
書
館　

直
接
会
場
へ

C
ひ
き
こ
も
り
の
方
や
そ
の
家
族

D
当
事
者
会
、
家
族
会

I
特
定
非
営
利
活
動
法
人
レ
タ
ー
・
ポ
ス
ト
・

フ
レ
ン
ド　

J
090 

(3890)
7
0
4
8　

市
総
合
福
祉

課　

J
(32)
6
1
8
9

あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー
研
修

A
①
10
月
10
日
㈭　

②
31
日
㈭　

③
11
月
25
日

㈪　

15
時
〜
16
時
30
分
、
18
時
〜
19
時
30
分　

※
い
ず
れ
か
1
回
受
講

B
①
③
福
祉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー　

②
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー

D
障
が
い
の
あ
る
方
に
ち
ょ
っ
と
し
た
手
助
け

や
配
慮
を
実
践
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー
を
育
成　

※

手
話
通
訳
が
必
要
な
方
は
要
問
い
合
わ
せ

F
各
20
人

I
障
が
い
福
祉
課　

J
(32)
6
3
5
6

ひ
と
り
親
家
庭
フ
ェ
リ
ー
旅
行

A
10
月
18
日
㈮
〜
20
日
㈰　

※
18
日　

23
時
に

フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
集
合

B
青
森
県
八
戸
市
（
そ
ば
打
ち
体
験
ほ
か
）

C
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
子
（
子
は
小
学
生
以
上
）

E
5
千
円
（
小
学
生
は
3
千
円
）

ポイント

１００

F
40
人　

申
し
込
み
順

H
10
月
11
日
㈮
ま
で
に
料
金
を
添
え
て
直
接　

風
花
の
会
事
務
局
（
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内
）　

J
(36)
7
8
0
0

I
こ
ど
も
支
援
課　

J
(32)
6
3
6
9

高
齢
者
交
通
安
全
運
転
体
験
会

A
11
月
13
日
㈬　

13
時

B
苫
小
牧
中
野
自
動
車
学
校　

C
65
歳
以
上
の
運
転
免
許
所
有
者

F
10
人　

申
し
込
み
順

H
I
10
月
1
日
㈫
か
ら
電
話
で　

安
全
安
心
生

活
課　

J
(32)
6
2
8
7

介
護
支
援
い
き
い
き
ポ
イ
ン
ト
事
業

介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
研
修
会

A
11
月
1
日
㈮　

10
時
〜
12
時

B
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

C
65
歳
以
上　

※
初
受
講
の
方

F
50
人　

申
し
込
み
順

G
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
印
鑑

H
社
会
福
祉
協
議
会　

J
(32)
7
1
1
1

I
介
護
福
祉
課　

J
(32)
6
3
4
7

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準

額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た

め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
ま
す

■
対
象
と
な
る
方
お
よ
び
請
求
の
手
続
き

ポイント

１００

老
齢
基
礎
年
金
・
障
が
い
基
礎
年
金
・
遺
族
基

礎
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
で
、
対
象
と
な

る
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
手
続
き

の
案
内
が
届
き
ま
す
。
同
封
の
は
が
き
を
記
入

し
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い　

※
平
成
31
年
4
月

2
日
以
降
に
年
金
を
受
給
し
始
め
た
方
は
、
年

金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年
金
事
務
所
ま
た

は
市
国
保
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

■
不
審
な
電
話
や
ご
案
内
に
注
意

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、
口
座
番

号
を
聞
い
た
り
、
手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
給
付
金
専
用
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル　

J
0
5
7
0

(05)
4
0 

9
2　

苫
小
牧
年
金
事
務
所　

J
(56) 

9

0 

0
1　

市
国
保
課　

J
(32)
6
4 

2
9

上
下
水
道
料
金
、
水
道
利
用
加
入
金

の
消
費
税
率
が
変
わ
り
ま
す

上
下
水
道
料
金
は
10
月
1
日
以
降
の
使
用
で
12

10
月
11
日
㈮
〜
20
日
㈰
は
全
国
地
域
安
全
運
動
で
す　

I
苫
小
牧
警
察
署　

J
(35)
0
1
1
0　

市
安
全
安
心
生
活
課　

J
(32)
6
2
8
7

直接水道業者に電話し、修理を依頼してください。

アパートや借家にお住まいの方は、まず大家さん

などにご相談ください。事業者名簿は@Lからご覧

になれます

検索水道修理　かかりつけ
水道修理の申し込み

各家庭や建物に引き込まれている給水装置は、メ

ーターボックスを含め、所有者の財産になります。

適切に管理しましょう。詳しくは@Lをご覧くださ

い

検索苫小牧　給水装置の管理
給水装置の管理について

@I水道管理課　@J（32）6696(平日昼間)

　J(32)6111(上記以外)

水道修理の申し込み、
給水装置の管理について

16広報とまこまい　令和元（2019）年・10月

広告


